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生
ご
み
を
堆
肥
に
す
る
容
器(

コ
ン

ポ
ス
タ
ー)

の
購
入
費
を
補
助
し
ま
す
。

購
入
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。

対
象
▼

市
内
に
住
む
世
帯
の
代
表
者
。

た
だ
し
、
平
成
24
年
度
に
２
基
購
入
し

た
か
た
は
対
象
外
で
す

補
助
額
▼

購
入
費
の
２
分
の
１
。
１
基
に

つ
き
上
限
３
千
円
、
１
世
帯
２
基
ま
で

申
請
書
が
あ
る
窓
口
▼

環
境
都
市
推
進

課
、
市
民
相
談
セ
ン
タ
ー(
市
役
所
１

階)

、
北
部･

西
部･

河
辺･

雄
和
の
各
市

民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
岩
見
三
内･
大

正
寺
の
各
連
絡
所
、
各
地
域
セ
ン
タ
ー

＊
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。

申
し
込
み(

印
鑑
が
必
要)

▼

12
月
27
日

(金)
ま
で
、
申
請
書
を
直
接
各
窓
口
へ
提

出
す
る
か
、
環
境
都
市
推
進
課
へ
郵
送

し
て
く
だ
さ
い
。

〒
０
１
１-

０
９
０
４
寺
内
蛭
根
三
丁

目
24
番
３
号
環
境
都
市
推
進
課

☎(

８
６
６)

２
９
４
３

＊
申
請
後
、
市
か
ら
補
助
事
業
利
用
証

明
書
、
登
録
販
売
店
一
覧
表
な
ど
を

同
封
し
た
通
知
を
お
送
り
し
ま
す
の

で
、
よ
く
読
ん
で
ご
購
入
く
だ
さ
い
。

堆
肥
づ
く
り
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト

■
冬
に
堆
肥
を
作
る
た
め
、
乾
い
た
畑

の
土
を
必
要
な
分
、
肥
料
袋
や
米
袋

な
ど
に
入
れ
て
屋
内
で
保
管
す
る

■
白
カ
ビ
の
発
生
は
、
発
酵
が
順
調
に

進
ん
で
い
る
証
拠
で
す

■
生
魚
は
そ
の
ま
ま
入
れ
る
と
悪
臭
の

原
因
に
な
り
ま
す
。
火
を
通
す
か
熱

湯
を
か
け
て
か
ら
入
れ
ま
す

■
ネ
ズ
ミ
は
モ
グ
ラ
の
通
り
穴
か
ら
侵

入
し
ま
す
。
コ
ン
ポ
ス
タ
ー
の
ま
わ

り
の
土
を
踏
み
固
め
た
り
、
石
灰
窒

素
を
薄
く
ま
く
と
効
果
的
で
す

市
税
の
滞
納
に
よ
り
差
し
押
さ
え
た

動
産
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ヤ
フ
ー･

ジ
ャ
パ
ン｢

官
公
庁
オ
ー
ク
シ
ョ
ン｣

で

公
売
し
ま
す
。
現
在
、
申
し
込
み
を
受

け
付
け
て
い
ま
す(

11
月
20
日
(水)
ま
で)

。

入
札
▼

11
月
26
日
(火)
か
ら
28
日
(木)
ま
で

物
件
の
確
認
▼

市
ま
た
は
ヤ
フ
ー･

ジ
ャ

パ
ン
の
公
売
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/

●
問
い
合
わ
せ
　
特
別
滞
納
整
理
課

☎(
８
６
６)

８
９
３
２

北
部
墓
地(

飯
島)

と
河
辺
墓
地(

河
辺

和
田)

の
使
用
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
生
活
総
務
課(

市
役
所
分

館
３
階)

、
北
部･

西
部･

河
辺･

雄
和
の

各
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
ア
ル
ヴ

ェ
駅
東
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
募

集
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
に
な
る

か
、
生
活
総
務
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。
☎(

８
６
６)

２
０
７
４

対
象
▼

①
〜
③
を
す
べ
て
満
た
す
か
た

①
市
内
に
住
所
ま
た
は
本
籍
が
あ
る

②
保
証
人(

市
内
に
住
所
が
あ
り
独
立

し
た
生
計
を
営
ん
で
い
る)

を
届
け

出
で
き
る

③
遺
骨
を
自
宅
や
寺
院
に(

一
時)

保
管

し
て
い
る
か
た
で
、
遺
骨
を
埋
蔵
す

る
お
墓
が
な
い
、
ま
た
は
改
葬
を
希

望
す
る
　
　

申
込
日
時(

予
定
区
画
数
に
達
す
る
ま

で)

▼

12
月
27
日
(金)
ま
で
の
平
日
、
午
前

８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

申
込
受
付
▼

生
活
総
務
課

来
年
３
月
31
日
時
点
で
40
歳
以
上
の

偶
数
歳
の
女
性
を
対
象
に
、
乳
が
ん
検

診
の
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ(

乳
房
Ｘ
線
撮

影)

検
査
を
行
っ
て
い
ま
す(

定
員
あ

り)

。
料
金
は
40
歳
代
が
２
千
900
円
、

50
歳
以
上
が
２
千
300
円
。

事
前
に
保
健
予
防
課
へ
お
申
し
込
み

を
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
申
し
込

み
で
き
ま
す
。
☎(

８
８
３)

１
１
７
６

マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
検
査
日
程(

12
月
分)

①
中
央
健
診
セ
ン
タ
ー(

川
尻
町)

…
２

日
(月)･
９
日
(月)･

16
日
(月)
。
16
日
の
み

受
診
時
間
が
午
後
４
時
〜
５
時
30
分

②
中
通
健
康
ク
リ
ニ
ッ
ク(

南
通)

…
火
〜

木
曜
日(

26
日
(木)
ま
で)

＊
視
触
診
検
査
は
後
日
受
診
し
て
く
だ

さ
い
。
詳
し
く
は
保
健
予
防
課
へ
。

■
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
と
視
触
診
の
検
査

を
同
日
に
受
け
る
場
合

次
の
医
療
機
関
へ
、(  )

の
時
間
内
に

直
接
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

①
市
立
秋
田
総
合
病
院
☎(

８
６
７)

７
４

８
９(

平
日
午
前
10
時
〜
午
後
３
時)

＊
12
月
の
夕
暮
れ
乳
が
ん
検
診(

午
後
５

時
〜
７
時)

は
、
４
日
(水)
と
18
日
(水)
。

②
は
し
づ
め
ク
リ
ニ
ッ
ク

☎(

８
８
３)

３
３
８
８(

診
療
時
間
内)

③
あ
き
た
駅
前
内
科
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

☎(

８
３
７)

６
５
０
０(

診
療
時
間
内)

④
あ
き
た
乳
腺
ク
リ
ニ
ッ
ク
☎(

８
３

４)

２
０
６
１(

月･

火･

木･

金
曜
日

の
午
前
11
時
30
分
〜
午
後
１
時)

骨
粗
し
ょ
う
症
検
診
は
５
年
に
１
度

し
か
受
診
で
き
ま
せ
ん
。
検
診
は
12
月

で
終
了
し
ま
す
の
で
、
早
め
の
受
診
を

お
願
い
し
ま
す
。

対
象
▼

来
年
３
月
31
日
時
点
の
年
齢
が
、

40･

45･

50･

55･

60･

65･

70
歳
の
女
性

料
金
▼

１
千
300
円

＊
実
施
機
関
な
ど
詳
し
く
は
、
秋
田
市

の
健
診
ガ
イ
ド
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
　
保
健
予
防
課

☎(

８
８
３)

１
１
７
６

市役所からの
お知らせ

１

乳に
ゅ
う

が
ん
検
診

け
ん
し
ん

を

受う

け
ま
し
ょ
う

コ
ン
ポ
ス
タ
ー
の

購
入

こ
う
に
ゅ
う

に
補ほ

助じ
ょ

し
ま
す

骨こ
つ

粗そ

し
ょ
う
症し

ょ
う

検
診

け
ん
し
ん

は

12
月が

つ

ま
で

市し

営え
い

墓
地

ぼ

ち(

飯
島

い
い
じ
ま

・
河か

わ

辺べ)
の

使し

用よ
う

者し
ゃ

を
募ぼ

集
中

し
ゅ
う
ち
ゅ
う

動
産

ど
う
さ
ん

を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
売

こ
う
ば
い

８



11
月
25
日
(月)
か
ら
12
月
１
日
(日)
ま
で

は
、「
犯
罪
被
害
者
週
間｣

で
す
。
犯
罪

防
止
や
被
害
者
支
援
の
た
め
に
何
が
で

き
る
か
、
こ
の
機
会
に
考
え
て
み
ま
せ

ん
か
。
市
役
所
１
階
の
市
民
相
談
セ
ン

タ
ー
で
は
、
犯
罪
被
害
に
遭
わ
れ
た
か

た
な
ど
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
生
活
や

福
祉
な
ど
の
手
続
き
が
一
つ
の
窓
口
で

で
き
る
よ
う
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

●
犯
罪
被
害
者
の
総
合
相
談
窓
口

☎
８
６
６-

２
０
３
９

(

市
民
相
談
セ
ン
タ
ー
内)

市
で
は
、
市
民
の
健
康
づ
く
り
に
つ

な
が
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
飲
食

店
な
ど
を
「
食
の
健
康
づ
く
り
応
援
店
」

と
し
て
登
録
し
て
い
ま
す
。
登
録
店
に

は
ミ
ニ
の
ぼ
り
を
配
布
す
る
ほ
か
、
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
店
を
紹
介
し
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
登
録
く
だ
さ
い
。

対
象
▼

市
内
に
店
舗
が
あ
る
飲
食
店
、

惣
菜
製
造
業
者
、
給
食
提
供
施
設
な
ど

登
録
基
準
▼

次
の
①
〜
④
の
い
ず
れ
か

の
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
こ
と

①
ま
ご
こ
ろ
サ
ー
ビ
ス(

ご
飯
の
量
が

調
整
で
き
る
、
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
が
選

べ
る
、
ソ
ー
ス
な
ど
を
別
添
え
で
き

る
、
野
菜
の
お
か
わ
り
が
で
き
る
な

ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
２
項
目
以
上
実
施)

②
ヘ
ル
シ
ー
メ
ニ
ュ
ー
の
提
供(

野
菜

た
っ
ぷ
り
、
塩
分
控
え
め
な
ど
、
健

康
に
配
慮
し
た
メ
ニ
ュ
ー
を
３
品
以

上
提
供)

③
栄
養
成
分
を
表
示

④
お
い
し
い
空
間
サ
ー
ビ
ス
の
実
施

(

禁
煙
席
の
設
置
、
終
日
禁
煙
な
ど)

●
問
い
合
わ
せ
　

保
健
総
務
課
☎(

８
８
３)

１
１
７
０

     
納
税
通
知
書
を
送
る
封

筒
な
ど
に
掲
載
す
る
広
告

の
入
札
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。
印
刷

物
は
平
成
25
年
度
に
作
成
し
ま
す
。

入
札
参
加
条
件
や
広
告
枠
の
大
き
さ

な
ど
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に

な
る
か
、
市
民
税
課
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
☎(

８
６
６)

２
０
５
４

印
刷
物
の
種
類

▼

市
税
の
し
お
り
Ｑ
＆
Ａ

▼

軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
用
窓
付
封
筒

▼

固
定
資
産
税
納
税
通
知
書
用
窓
付
封
筒

▼

固
定
資
産
税
課
税
明
細
書
用
窓
付
封
筒

▼

法
人
市
民
税
用
窓
付
封
筒

▼

特
別
徴
収
の
し
お
り

▼

特
別
徴
収
税
額
通
知
書
用
封
筒

▼

市
県
民
税(

普
通
徴
収)

納
税
通
知
書
用

窓
付
封
筒

入
札
日
時
▼

12
月
20
日
(金)
午
前
10
時

入
札
会
場
▼

市
役
所
職
員
研
修
棟
２
階

申
し
込
み
▼

11
月
15
日
(金)
か
ら
12
月
13

日
(金)
ま
で
市
民
税
課
へ

税
務
署
で
は
、
事
業
所
得
者(

農
業

を
含
む)

と
不
動
産
所
得
者
を
対
象
に

次
の
日
程
で
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

内
容
は
、
所
得
税
法
の
改
正
点
や
決
算

の
留
意
事
項
、
ｅイ

ー-

Ｔ
ａ
ｘ

タ

ッ

ク

ス(

電
子
申
告･

納
税
シ
ス
テ
ム)

の
利
用
な
ど
。
年
末

調
整
関
係
書
類
と
筆
記
用
具
を
持
っ
て

直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

時
間
は
い
ず
れ
も
、
午
前
10
時
〜
12

時
と
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分
。

青
色
申
告

◆
北
部
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
３
階

12
月
４
日
(水)

◆
秋
田
テ
ル
サ
５
階
第
１
会
議
室

12
月
11
日
(水)

◆
文
化
会
館
５
階
大
会
議
室

12
月
12
日
(木)

白
色
申
告

◆
文
化
会
館
５
階
大
会
議
室

12
月
13
日
(金)

●
問
い
合
わ
せ
　
各
税
務
署
に
ご
連
絡

の
う
え
音
声
案
内
で
２
番
を
選
び
、
内

線
番
号
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

秋
田
南
税
務
署
個
人
課
税
第
一
部
門

☎(

８
３
２)

４
１
２
１(

内
線
５
５
２)

秋
田
北
税
務
署
個
人
課
税
第
一
部
門

☎(

８
４
５)

１
１
６
１(

内
線
１
２
１)

所
得
税
を
源
泉
徴
収
す
る
義
務
の
あ

る
事
業
主
は
、
従
業
員
の
個
人
市･

県

民
税
を
、
毎
月
支
払
う
給
与
か
ら
引
き

去
り(

徴
収)

、
従
業
員
が
住
む
市
町
村

に
納
入
す
る
こ
と
が
地
方
税
法
で
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
徴
収･

納
入
方
法
を｢

特
別
徴

収｣

と
い
い
、
秋
田
県
内
の
市
町
村
で

は
、
退
職
予
定
者
な
ど
一
定
の
条
件
に

該
当
す
る
か
た
を
除
き
、
平
成
26
年
度

か
ら
こ
の
特
別
徴
収
の
徹
底
を
図
る
こ

と
に
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
従
業
員(

給
与
所
得
者)

は
、

特
別
徴
収
以
外
の
納
付
方
法
を
選
択
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

市
民
税
課
☎(

８
６
６)

２
０
５
５

「
食し

ょ
く

の
健
康

け
ん
こ
う

づ
く
り
応
援
店

お
う
え
ん
て
ん｣

を
募ぼ

集し
ゅ
う

し
ま
す

個こ

人じ
ん

事じ

業ぎ
ょ
う

者し
ゃ

な
ど
の

決
算
説
明
会

け
っ
さ
ん
せ
つ
め
い
か
い

を
開
催

か
い
さ
い

個こ

人じ
ん

市し･

県
民
税

け
ん
み
ん
ぜ
い

の
特
別

と
く
べ
つ

徴ち
ょ
う

収し
ゅ
う

の
徹
底

て
っ
て
い

を
図は

か

り
ま
す

11
月
25
日
▼

12
月
１
日

犯
罪

は
ん
ざ
い

被ひ

害が
い

者し
ゃ

週し
ゅ
う

間か
ん

平
成
25
年
度
犯
罪
被
害
者
等
に
関
す
る
標
語

支
え
る
手
　

寄
り
添
う
心
あ
な
た
か
ら

犯罪被害者等支援シンボル
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10
月
か
ら
、
秋
田
県
の
最
低
賃

金
が
時
間
額
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円
に
引
き
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げ
ら

れ
ま
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